
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（３７５）） 

２．日 時：平成２９年９月２６日 １４時０５分～１４時４５分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階耐震課会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

大塚安全審査官、日南川安全審査官、吉村安全審査官、千明技術研究調査官 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 プラント管理グループ 課長 他２名 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則への適合性のうち「第

４条／第３９条 地震による損傷の防止」及び「第５条 津波による損傷の防

止」に関し、審査会合における指摘事項に対する回答状況及び今後の説明スケ

ジュールについて、９月２５日のヒアリングの提出資料に基づき説明があった。

原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。   

○ これまでの審査会合における指摘事項について、日本原子力発電が管理して

いる指摘事項に不足があるため、件数、回答状況等を再整理して提示するこ

と。 

 

（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料：なし 


